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国民健康保険特別会計について 
 

 国民健康保険は、医療保障体系の中核をなす医療保険制度として重要な位置を占めています。 

 本年度末現在被保険者数は29,436人（加入率19.83パーセント）、世帯数20,213世帯（加入率27.93パー

セント）であり、このうち退職被保険者数は0人、世帯数0世帯です。 

 なお、歳入歳出当初予算額は、15,795,375,000円であり、対前年度比0.16パーセントの増となりまし

た。以降3回の補正を行い、最終予算額を15,399,273,000円としました。予算現額に対する収入済額は

15,176,362,336円で、収入割合は98.55パーセントであり、支出済額は15,067,193,837円で、執行率は

97.84パーセントです。予算の推移は次のとおりです。 

 

予  算  の  推  移 

（単位 千円） 

区 分 
当 初 予 算 額 及 び 

補 正 前 の 額 
補  正  額 合     計 備      考 

当  初 15,795,375 ― 15,795,375 令和5年3月17日議決 

第 1 号 15,795,375 241,814 16,037,189 令和5年9月29日議決 

第 2 号 16,037,189 △637,941 15,399,248 令和6年3月14日議決 

第 3 号 15,399,248     25 15,399,273 令和6年3月29日専決 

国
民
健
康
保
険 



- 294 - 

歳  入 

１ 国民健康保険税 

収入済額は2,898,889,860円で、課税状況は次のとおりです。 

（1） 一般被保険者国民健康保険税 

ア 医療給付費分現年課税分 

調 定 額 1,941,722,381円 1世帯当たり   93,731円   1人当たり  63,763円 

収入済額 1,847,862,575円    〃    89,200円     〃    60,681円 

収 納 率 94.99％ 

   （注）1 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数20,716世帯、被保険者数30,452 

人で除したものです。 

2 収納率は、（収入済額－還付未済額）÷調定額 です。以下同じ。 

イ 後期高齢者支援金等分現年課税分 

調 定 額 698,351,987円 1世帯当たり   33,711円   1人当たり  22,933円 

収入済額 661,145,745円    〃    31,915円    〃    21,711円 

収 納 率 94.62％ 

   （注） 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数20,716世帯、被保険者数30,452

人で除したものです。 

ウ 介護納付金分現年課税分 

調 定 額 275,336,532円   1人当たり  28,541円 

収入済額 254,904,084円 1人当たり  26,423円 

収 納 率 92.50％ 

   （注） 1人当たりの数値は年度平均の介護保険第2号被保険者数9,647人で除したものです。 

エ 医療給付費分滞納繰越分 

調 定 額 233,034,101円 

収入済額 86,567,776円 

収 納 率 37.05％ 

オ 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 

調 定 額 88,106,635円 

収入済額 32,700,831円 

収 納 率 37.12％ 

カ 介護納付金分滞納繰越分 

調 定 額 40,491,406円 

収入済額 15,708,849円 

収 納 率 38.79％ 
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２ 国庫支出金 

収入済額は371,000円で、内訳は次のとおりです。 

 

（1）災害臨時特例補助金              17,000円 

（2）出産育児一時金臨時補助金          281,000円 

（3）社会保障・税番号制度システム整備費補助金    73,000円 

 

３ 県支出金 

収入済額は10,561,940,612円で、内訳は次のとおりです。 

 

（1） 普通交付金 

   保険給付費等普通交付金       10,396,849,612円 

（2） 特別交付金 

 ア 保険者努力支援分             48,870,000円 

 イ 特別調整交付金            25,255,000円 

 ウ 県繰入金（2号分）           58,172,000円 

 エ 特定健康診査等負担金         32,794,000円 

 

４ 財産収入 

財政調整基金の利子収入で、収入済額は74,681円です。 

 

５ 繰入金 

収入済額は1,414,430,000円であり、内訳は次のとおりです。 

 

(1)  出産育児一時金繰入金 21,178,045円 

(2) 保険基盤安定繰入金 551,909,703円 

（注） 一般被保険者分の保険税の軽減（7割・5割・2割）額等に対して、国・県・市が負担し、一

般会計から繰り入れるものです。なお、収入済額に対する負担額は、国119,900,986円、県

294,031,290円、市137,977,427円です。 

(3) 事務費繰入金 81,793,559円 

(4) 財政安定化支援事業繰入金  49,990,657円 

(5) その他繰入金  289,828,107円   1世帯当たり 13,991円    1人当たり 9,518円 

（注） 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数20,716世帯、被保険者数30,452人

で除したものです。 

(6) 未就学児均等割保険税繰入金     5,077,423円 

 (7) 産前産後保険税繰入金  222,506円 

 (8) 国民健康保険財政調整基金繰入金  414,430,000円 
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６ 繰越金 

令和4年度事業による繰越額は、241,815,335円です。 

 

７ 諸収入 

延滞金等諸収入の収入済額は、58,840,848円で、内訳は次のとおりです。 

延滞金、加算金及び過料 41,230,922円 

市 預 金 利 子 1,583円 

貸 付 金 元 利 収 入 0円 

雑         入 17,608,343円 


